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第８節 防疫及び遺体の処理  ······························ 216 

 

５ 鉄道災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 茨城県の鉄道状況  ································ 218 

第２節 鉄道交通の安全のための情報の充実  ················ 219 

第３節 鉄道交通安全運行の確保  ·························· 219 

第４節 鉄道車両の安全性の確保  ·························· 220 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え  ···· 220 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ······················ 224 

第２節 活動体制の確立  ·································· 225 

第３節 救助・救急，医療及び消火活動  ···················· 228 

第４節      避難指示    、誘導  ················· 229 

第５節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動  ········ 229 

第６節 関係者等への的確な情報伝達活動  ·················· 230 

第７節 防疫及び遺体の処理  ······························ 230 

第３章 災害復旧  ·········································· 231 
 

６ 道路災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 茨城県の道路交通状況  ···························· 232 

第２節 道路交通の安全のための情報の充実  ················ 233 

第３節 道路施設等の管理と整備  ·························· 233 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え  ···· 233 

第５節 防災知識の普及  ·································· 236 

第６節 再発防止対策の実施  ······························ 236 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ······················ 237 

第２節 活動体制の確立  ·································· 238 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ················· 239 

第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動  ····· 239 

第５節 危険物の流出に対する応急対策  ················· 240 

第６節 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動  ········· 240 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ··············· 240 

第８節 防疫及び遺体の処理  ··························· 241 

第３章 災害復旧  ······································· 241 

 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等災害の予防対策（各災害共通事項）  ····· 242 

第２節 石油類等危険物施設の予防対策  ················· 245 

第３節 高圧ガス・火薬類の予防対策  ··················· 246 

第４節 毒劇物取扱施設の予防対策  ····················· 248 

第５節 放射線使用施設等の予防対策  ··················· 249 

第６節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対策250 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡（各災害共通事項）  · 251 

第２節 活動体制の確立（各災害共通事項）  ············· 255 

第３節 石油類等危険物施設の事故応急対策  ············· 258 

第４節 高圧ガス、火薬類の事故応急対策  ··············· 261 

第５節 毒劇物多量取扱施設の事故応急対策  ············· 265 

第６節 放射線使用施設等の事故応急対策  ··············· 266 

第７節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故応急対策  ··· 267 

第８節 避難誘導対策  ································· 268 

第９節 捜索・救出・救助対策  ························· 269 

第 10 節 応援要請対策  ································ 269 

第 11 節 医療救護対策  ································ 269 

第 12 節 緊急輸送の確保  ······························ 269 
 

８ 大規模な火事災害対策計画 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ···················· 242 

第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動  ········ 242 

第５節 危険物の流出に対する応急対策  ···················· 243 

第６節 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動  ············ 243 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ·················· 243 

第８節 防疫及び遺体の処理  ······························ 244 

第３章 災害復旧  ·········································· 244 

 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等災害の予防対策（各災害共通事項）  ········ 245 

第２節 石油類等危険物施設の予防対策  ···················· 248 

第３節 高圧ガス・火薬類の予防対策  ······················ 249 

第４節 毒劇物取扱施設の予防対策  ························ 251 

第５節 放射線使用施設等の予防対策  ······················ 252 

第６節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対策 253 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡（各災害共通事項）  ···· 254 

第２節 活動体制の確立（各災害共通事項）  ················ 258 

第３節 石油類等危険物施設の事故応急対策  ················ 261 

第４節 高圧ガス、火薬類の事故応急対策  ·················· 264 

第５節 毒劇物多量取扱施設の事故応急対策  ················ 268 

第６節 放射線使用施設等の事故応急対策  ·················· 269 

第７節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故応急対策  ······ 270 

第８節 避難誘導対策  ···································· 271 

第９節 捜索・救出・救助対策  ···························· 272 

第 10 節 応援要請対策  ··································· 272 

第 11 節 医療救護対策  ··································· 272 

第 12 節 緊急輸送の確保  ································· 272 
 

８ 大規模な火事災害対策計画 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第１章 災害予防 

第１節 災害に強いまちづくり  ························· 271 

第２節 大規模な火事災害防止のための情報の充実  ······· 272 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

  ····················································· 272 

第４節 防災知識等の普及  ····························· 274 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ··················· 275 

第２節 活動体制の確立  ······························· 276 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ················· 279 

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動  ····· 279 

第５節 避難の受入れ  ································· 280 

第６節 施設及び設備の応急復旧活動  ··················· 280 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ··············· 280 

第８節 防疫及び遺体の処理  ··························· 281 

第３章 災害復旧  ······································· 281 

 

９ 林野火災対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 林野火災に強い地域づくり  ····················· 282 

第２節 林野火災防止のための情報の充実  ··············· 282 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え  · 282 

第４節 防災活動の促進  ······························· 285 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ··················· 285 

第２節 活動体制の確立  ······························· 287 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ················· 289 

第４節 緊急輸送のための交通の確保  ··················· 291 

第５節 避難の受入れ  ································· 291 

第６節 施設、設備の応急復旧活動  ····················· 291 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ··············· 291 

第８節 二次災害の防止活動  ··························· 292 

第１章 災害予防 

第１節 災害に強いまちづくり  ···························· 274 

第２節 大規模な火事災害防止のための情報の充実  ·········· 275 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

 ·························································· 275 

第４節 防災知識等の普及  ································ 277 

第２0章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ······················ 278 

第２節 活動体制の確立  ·································· 279 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ···················· 282 

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動  ········ 282 

第５節 避難の受入れ  ···································· 283 

第６節 施設及び設備の応急復旧活動  ······················ 283 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ·················· 283 

第８節 防疫及び遺体の処理  ······························ 284 

第３章 災害復旧  ·········································· 284 

 

９ 林野火災対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 林野火災に強い地域づくり  ························ 285 

第２節 林野火災防止のための情報の充実  ·················· 285 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え  ···· 285 

第４節 防災活動の促進  ·································· 288 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ······················ 288 

第２節 活動体制の確立  ·································· 290 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ···················· 292 

第４節 緊急輸送のための交通の確保  ······················ 294 

第５節 避難の受入れ  ···································· 294 

第６節 施設、設備の応急復旧活動  ························ 294 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ·················· 294 

第８節 二次災害の防止活動  ······························ 295 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

１ 総則 

第３節 防災責任者の処理すべき事務又は業務の大綱 

第３ 指定地方行政機関 

関東総合通信局 

１ 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営

に関すること。 

（新設）                          

       

２ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸し

出しに関すること。 

３ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局

の開局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を

口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施に関す

ること。 

４ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供に

関すること。 

 

関東地方整備局 

12 【追加】                   

【追加】                             

    

【追加】                         

15 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施。 

 

東京管区気象台（水戸地方気象台） 

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関する

こと。  

２ 気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、水象の予報及び

特別警報・警報・注意報並びに台風、大雨、竜巻等突風に関する

情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに、これらの機

関や報道機関による住民への情報等の周知に関すること。  

３ 気象庁が発表する緊急地震速報(警報)についての周知・広報

に関すること。  

 

１ 総則 

第３節 防災責任者の処理すべき事務又は業務の大綱 

第３ 指定地方行政機関 

関東総合通信局 

１ 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関す

ること 

２ 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による災害対応支援

に関すること 

３ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸し出

しに関すること 

４ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局

の開局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を

口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施に関す

ること 

５ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供に

関すること 

 

関東地方整備局 

12 河川、道路等社会資本の応急復旧に関すること。 

13 大規模災害発生時の TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）

の派遣。 

14 大規模災害発生時のリエゾン（情報連絡員）の派遣。 

15 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施。 

 

東京管区気象台（水戸地方気象台） 

１ 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び

発表を行う。 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震

動に限る）及び水象の予報並びに警報等の防災気象情報の発表、

伝達及び解説を行う。 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。 

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を

行う。 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正、組織改編 

（関東総合通信局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容追記 

（案等地方整備局常

陸河川国道事務所） 

 

 

 

 

内容修正 

（水戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

４ 市町村長が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザー

ドマップ等の作成に関する技術的な支援・協力に関すること。  

５ 災害の発生が予想されるときや、災害発生時における県や市

町村に対する気象状況の推移やその予想の解説等に関すること。  

６ 県や市町村、その他の防災関係機関と連携し、防災気象情報

の理解促進、防災知識の普及啓発活動に関すること。 

 

第５ 指定公共機関 

東京瓦斯株式会社 

 

２ 風水害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 県土の保全 

第１ 治山治水計画 

１ 治山計画 

(1) 森林の概況 

 本県の森林は県北部を中心とする山岳林、県中央部から南西部に

かけての平地林及び海岸線に沿って分布する海岸林に大別され、面

積は 18万 9千 ha で県土の約 1/3を占めている。近年、産業の発展

等による土地利用が進み県民の生活圏が山地や海岸へと広がりつつ

ある。このため、台風や豪雨による山腹の崩壊や波浪等による海岸

防災林の浸食等、災害の危険性が増大する傾向にあり、治山施設の

整備が急務となっている。 

(2) 治山施設の整備 

県内における山地災害危険地区等を調査した結果、総数で

1,242箇所あり、その内訳は次のとおりである。（令和２年３月末

現在） 

山地災害危険地区  （民有林）1,181箇所 

 

２ 保安林整備計画 

(1) 保安林の概況 

 森林には、雨を貯え、ゆっくりと川に流すことで、安定した川

の流れを保ち、洪水や渇水、土砂の流出などを防止する働きがあ

る。 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。 

 

 

 

 

 

 

第５ 指定公共機関 

東京ガス株式会社、東京ガスネットワーク株式会社 

 

２ 風水害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 県土の保全 

第１ 治山治水計画 

１ 治山計画 

(1) 森林の概況 

 本県の森林は県北部を中心とする山岳林、県中央部から南西部に

かけての平地林及び海岸線に沿って分布する海岸林に大別され、面

積は 18万 8千 ha で県土の約 1/3を占めている。近年、産業の発展

等による土地利用が進み県民の生活圏が山地や海岸へと広がりつつ

ある。このため、台風や豪雨による山腹の崩壊や波浪等による海岸

防災林の浸食等、災害の危険性が増大する傾向にあり、治山施設の

整備が急務となっている。 

(2) 治山施設の整備 

 県内における山地災害危険地区等を調査した結果、総数で

1,247箇所あり、その内訳は次のとおりである。（令和４年３月

末現在） 

  山地災害危険地区  （民有林）1,186箇所 

 

２ 保安林整備計画 

(1) 保安林の概況 

 森林には、雨を貯え、ゆっくりと川に流すことで、安定した川

の流れを保ち、洪水や渇水、土砂の流出などを防止する働きがあ

る。 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の分社化 

（東京ガスネットワ

ーク株式会社） 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

（林業課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 これらの公益的機能の発揮が特に要請される森林について、保

安林に指定し適正な管理を進めている。 

 令和元年度末現在で、民有保安林 17,888ha、国有保安林

38,025ha、計 55,913haの保安林が配備されている。 

 

３ 河川改修 

(2) 河川改修事業 

イ 補助河川改修事業 

 河川改修事業として恋瀬川外３２河川、特定構造物改築事業と

して八間堰水文外１１施設で整備中である。 

 

第３ 水防法に基づく洪水対策 

３ 洪水浸水想定区域の指定 

(1) 国及び県は、洪水予報河川及び水位周知河川に指定された  

                              

              河川について、想定し得る最大規

模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を

洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に

想定される水深、浸水継続時間等を公表するとともに、関係市町

村の長に通知する。 

 

４ 避難体制等の整備 

(1) 複合的な災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減

させるためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進するこ

とを目的として、国及び県知事が組織する「大規模氾濫減災協議会」、

「茨城県管理河川減災対策協議会」        等を活用し、

国、地方公共団体、河川管理者、水防管理者に加え、公共交通事業

者、メディア関係者、利水ダム管理者等の多様な関係者で、密接な

連携体制を構築するものとする。 

 

(4) 市町村は、災害発生情報、避難指示（緊急）、避難勧告、避

難準備・高齢者等避難開始を躊躇なく発令できるよう、「避難勧

告等に関するガイドライン（内閣府防災担当）」及び「避難勧告

等の発令に係る基本的考え方（茨城県）」を参考に、国（国土交

 これらの公益的機能の発揮が特に要請される森林について、保

安林に指定し適正な管理を進めている。 

 令和３年度末現在で、民有保安林 17,941ha、国有保安林

38,025ha、計 55,966haの保安林が配備されている。 

 

３ 河川改修 

(2) 河川改修事業 

イ 補助河川改修事業 

 河川改修事業として涸沼川外３９河川、特定構造物改築事業と

して八間堰水文外１１施設で整備中である。 

 

第３ 水防法に基づく洪水対策 

３ 洪水浸水想定区域の指定 

(1) 国及び県は、洪水予報河川及び水位周知河川に指定された河

川のほか、洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交

通省令で定める基準に該当する河川について、想定し得る最大規

模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を

洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に

想定される水深、浸水継続時間等を公表するとともに、関係市町

村の長に通知する。 

 

４ 避難体制等の整備 

(1) 複合的な災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減

させるためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進するこ

とを目的として、国及び県知事が組織する「大規模氾濫減災協議会」、

「茨城県管理河川減災対策協議会」「流域治水協議会」等を活用し、

国、地方公共団体、河川管理者、水防管理者に加え、公共交通事業

者、メディア関係者、利水ダム管理者等の多様な関係者で、密接な

連携体制を構築するものとする。 

 

(4) 市町村は、緊急安全確保、避難指示   、    、     

     高齢者等避難  を躊躇なく発令できるよう、「避難

情報に関するガイドライン（内閣府防災担当）」及び「避難情報 

 の発令に係る基本的考え方（茨城県）」を参考に、国（国土交

 

26 

 

 

 

 

28 

 

 

 

  

  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

時点修正 

（林業課） 

 

 

 

時点修正 

（河川課） 

 

 

 

 

法改正 

（河川課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課）

（河川課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

通省、気象庁等）、県及び水防管理者の協力を得つつ、豪雨、洪

水等の災害事象の特性や収集できる情報を踏まえ、避難すべき区

域や具体的な数値に基づいた発令基準を設定するほか、５段階の

警戒レベルを明記し、伝達方法を明確にした実用性の高いマニュ

アルを作成するものとする。 

また、避難場所、避難路をあらかじめ指定するとともに、水防

団等と協議し、発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成

し、訓練を行うものとする。なお、避難時の周囲の状況等により、

屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、「屋

内安全確保」の安全確保措置を講ずべきことにも留意するものと

する。 

※ 資料７－１ 防災気象情報と警戒レベル 

資料７－２ 避難勧告等の発令に係る基本的考え方 

 

(5) 市町村は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水

予報河川等については、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台

風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等の発令基準を設定

するものとする。それら以外の河川等についても、氾濫により居

住者や地下空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断した

ものについては、同様に具体的な避難勧告等の発令基準を策定す

ることとする。 

また、避難勧告等の発令対象区域については、細分化しすぎる

とかえって居住者等にとってわかりにくい場合が多いことから、

立退き避難が必要な区域を示して勧告したり、屋内での安全確保

措置の区域を示して勧告したりするのではなく、命を脅かす洪水

等のおそれのある範囲をまとめて発令できるよう、発令範囲をあ

らかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよう努

めるものとする。国（国土交通省）及び県は、これらの基準及び

範囲の設定及び見直しについて、必要な助言等を行うものとす

る。 

 

第２節 土砂災害防止対策 

第１ 土砂災害防止法に基づく対策 

（3）市町村は、災害発生情報、避難指示（緊急）、避難勧告、避

通省、気象庁等）、県及び水防管理者の協力を得つつ、豪雨、洪

水等の災害事象の特性や収集できる情報を踏まえ、避難すべき区

域や具体的な数値に基づいた発令基準を設定するほか、５段階の

警戒レベルを明記し、伝達方法を明確にした実用性の高いマニュ

アルを作成するものとする。 

また、避難場所、避難路をあらかじめ指定するとともに、水防

団等と協議し、発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成

し、訓練を行うものとする。なお、避難時の周囲の状況等により、

屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、「緊

急安全確保」の安全確保措置を講ずべきことにも留意するものと

する。 

※ 資料７－１ 防災気象情報と警戒レベル 

資料７－２ 避難情報 の発令に係る基本的考え方 

 

(5) 市町村は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水

予報河川等については、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台

風情報、洪水警報等により具体的な避難指示等の発令基準を設定

するものとする。それら以外の河川等についても、氾濫により居

住者や地下空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断した

ものについては、同様に具体的な避難指示等の発令基準を策定す

ることとする。 

また、避難指示等の発令対象区域については、細分化しすぎる

とかえって居住者等にとってわかりにくい場合が多いことから、

立退き避難が必要な区域を示して指示したり、屋内での安全確保

措置の区域を示して指示したりするのではなく、命を脅かす洪水

等のおそれのある範囲をまとめて発令できるよう、発令範囲をあ

らかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよう努

めるものとする。国（国土交通省）及び県は、これらの基準及び

範囲の設定及び見直しについて、必要な助言等を行うものとす

る。 

 

第２節 土砂災害防止対策 

第１ 土砂災害防止法に基づく対策 

（3）市町村は、緊急安全確保、避難指示   、    、     

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課）

（河川課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

難準備・高齢者等避難開始等について、「避難勧告等に関するガ

イドライン（内閣府防災担当）」を参考に、国（国土交通省、気

象庁等）及び県の協力を得つつ、災害事象の特性や収集できる情

報を踏まえ、避難すべき区域や具体的な判断基準及び伝達方法を

明確にした実用性の高いマニュアルを作成するものとする。 

 

第５ 土砂災害警戒情報の発表 

２ 発表及び解除 

【発表】 

 大雨警報発表中に、実績降雨量に気象庁が提供するおおむね２

時間先の予測雨量等を加味した降雨量が県と水戸地方気象台が

監視する基準（危険降雨量）に達すると予測されるとき。 

【解除】 

 予測雨量等による計算値が県と水戸地方気象台が監視する基

準（危険降雨量）を下回り、かつ短時間で再び基準を超過しない

と予測されるとき。 

 

４ 土砂災害警戒情報の活用 

 市町村は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂

災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告等を発令する

ことを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定するも

のとする。また、国（国土交通省）及び県の助言等を受けながら、

面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地

域に分割した上で、土砂災害に関するメッシュ情報等を用い、危

険度の高まっている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警

戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令できるよう、発令範囲を

あらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じ見直すよう努

めるものとする。 

                             

                             

                             

                     

 

 

     高齢者等避難  等について、「避難情報に関するガ

イドライン（内閣府防災担当）」を参考に、国（国土交通省、気

象庁等）及び県の協力を得つつ、災害事象の特性や収集できる情

報を踏まえ、避難すべき区域や具体的な判断基準及び伝達方法を

明確にした実用性の高いマニュアルを作成するものとする。 

 

第５ 土砂災害警戒情報の発表 

２ 発表及び解除 

【発表】  

大雨警報発表中に、実績降雨量に気象庁が提供するおおむね２

時間先の予測雨量等を加味した降雨量が県と水戸地方気象台が

監視する基準（危険降雨量）に達したとき。  

 【解除】  

実績降雨量に予測降雨量を加味した降雨量が県と水戸地方気

象台が監視する基準（危険降雨量）を下回り、かつ短時間で再び

基準を超過しないと予想されるとき。 

 

４ 土砂災害警戒情報の活用 

 市町村は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂

災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難指示等を発令する

ことを基本とした具体的な避難指示等の発令基準を設定するも

のとする。また、国（国土交通省）及び県の助言等を受けながら、

面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地

域に分割した上で、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険

度分布）及び土砂災害警戒判定メッシュ情報（以下、「土砂災害

に関するメッシュ情報」という）等を用い、危険度の高まってい

る領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込

んで避難指示等を発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的

に設定するとともに、必要に応じ見直すよう努めるものとする。 

 なお、県は、盛土による災害防止に向けた総点検等により危険が

確認された盛土について、対策が完了するまでの間に、市町村にお

いて地域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった

場合には、適切な助言や支援を行うものとする。 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害防止対策基

本方針及び茨城県土

砂災害警戒情報に関

する実施要領との整

合を図るため 

（水戸地方気象台） 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第４節 都市災害 

３ 建築基準法第 22条に基づく区域指定 

 防火地域及び準防火地域以外の市街地について耐火建築物及

び簡易耐火建築物以外の建築物の屋根を不燃材料で造らなけれ

ばならない区域の指定を行い、火災の延焼防止を図る。 

 

４ 災害危険区域の指定 

 

（新設） 

                              

                        

 

５ 都市計画事業の推進 

市町村は、災害に未然防止及び拡大防止を図るため都市計画事

業を推進するものとする。 

                                                           

                              

                              

                              

    

 

第５節 学校等の安全対策・文化財の保護 

５ 文化財保護 

防災施設・設備（収蔵庫・火災報知器・消火栓・貯水槽・避雷針 

 ）の整備の促進を図る。 

 

第６節 農地・農業の安全対策 

第１ 農地計画 

３ 地盤沈下対策事業 

※資料 22－２（防災重点   ため池一覧） 

 

第７節 気象業務整備 

水戸地方気象台の対応等 

第４節 都市災害 

（削除） 

 

 

 

 

４ 災害危険区域の指定 

 

５ 強風による落下防止対策 

地方公共団体及び建築物の所有者等は、強風による屋根瓦の脱

落、飛散防止を含む落下物の防止対策を図る。 

 

６ 都市計画事業の推進 

 市町村は、災害に未然防止及び拡大防止を図るため都市計画事

業を推進するものとする。 

 なお、立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まち

づくりの推進にあたっては、災害リスクを十分考慮の上、居住誘

導区域を設定するとともに、同計画にハード・ソフトの両面から

の防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付けるものと

する。 

 

第５節 学校等の安全対策・文化財の保護 

５ 文化財保護 

防災施設・設備（収蔵庫・火災報知器・消火栓・貯水槽・避雷針

等）の整備の促進を図る。 

 

第６節 農地・農業の安全対策 

第１ 農地計画 

３ 地盤沈下対策事業 

※資料 22－２（防災重点農業用ため池一覧） 

 

第７節 気象業務整備 

水戸地方気象台の対応等 

 

38 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

時点修正 

（建築指導課） 

 

 

 

 

 

時点修正 

（建築指導課） 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

文言の整理 

（文化課） 

 

 

防災重点農業用ため

池に係る防災工事等

の推進に関する特別

措置法と整合を図る

ため 

（農村計画課） 



地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

４．市町村が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザード

マップ等の作成に関して、技術的な支援・協力を行う。 

 

第 11節 防災知識の普及 

１ 一般県民向けの防災教育 

(1) 普及すべき防災知識の内容 

５）避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）

及び災害発生情報の内容と５段階の警戒レベル情報の意味 

６）「自らの命は自らが守る」という意識を持ち自らの判断で避

難行動をとること及び早期避難の重要性 

【追加】                          

                              

                      

７）河川近傍や浸水深の大きい区域である「早期の立退き避難が

必要な区域」からの迅速で確実な立退き避難と浸水深、浸水継続

時間等に応じた水・食料等の備蓄 

 

 

 

12）飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養につい

ての準備等 

【追加】                          

             

【追加】                          

                     

13）その他地域の実情に応じて住民の安全確保に必要な情報 

 

 

(5) 住民参加型ワークショップの開催 

 県、市町村、防災関係機関は、主に治水優先度の高い地域や洪

水浸水想定区域内の住民を対象に、各河川の注意すべき箇所を水

害危険度マップにより周知するとともに、マイマップ作成（地域

の危険箇所や安全な避難経路を記した地図を近隣住民同士で作

成）やマイ・タイムライン作成（自分が水害時に何をすべきかを

４．市町村が行う避難指示等の判断・伝達マニュアルやハザード

マップ等の作成に関して、技術的な支援・協力を行う。 

 

第 11節 防災知識の普及 

１ 一般県民向けの防災教育 

(1) 普及すべき防災知識の内容 

５）     高齢者等避難  、    、避難指示    

及び緊急安全確保の内容と５段階の警戒レベル情報の意味 

６）「自らの命は自らが守る」という意識を持ち自らの判断で避

難行動をとること及び早期避難の重要性 

７）避難行動への負担感、過去の被災経験などを基準した災害に

対する危険性の認識、正常性バイアス等を克服し、避難行動を取

るべきタイミングを逸することなく適切な行動 

８）河川近傍や浸水深の大きい区域である「早期の立退き避難が

必要な区域」からの迅速で確実な立退き避難と浸水深、浸水継続

時間等に応じた水・食料等の備蓄 

９）保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

10）自主防災組織等の地域での防災活動 

11）要配慮者への支援協力 

12）帰宅困難者対策（地震災害対策計画編に準じる） 

13）飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養につい

ての準備等 

14）広域避難の実効性を確保するための、通常の避難との相違点

を含めた広域避難の考え方 

15）家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写

真を撮影するなど、生活の再建に資する行動 

16）その他地域の実情に応じて住民の安全確保に必要な情報 

 

(5) 住民参加型ワークショップの開催 

 県、市町村、防災関係機関は、主に           洪

水浸水想定区域内など、水害のおそれがある地域の住民を対象

に、ハザードマップを活用した居住地域の災害リスクや避難先の

確認、避難指示等の行政が発信する情報や避難のタイミングの確

認及び自分が水害時に何をすべきかを時系列に一覧表に整理す

 

 

41 

 

 

  

  

 

49 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

 

番号送り 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

時系列に一覧表に整理）、災害・避難カード作成（避難のタイミ

ングや緊急連絡先等を携帯可能なカードに記入）などの住民参加

型ワークショップを開催し、地域の災害リスクと適切な避難行動

の理解促進を図る。 

 

第 12節 防災訓練 

県、市町村及び防災関係機関等が実施する訓練 

(1) 避難訓練 

１）市町村による避難訓練 

 災害時における避難勧告及び立ち退き等の円滑、迅速、確実を

期するため、市町村が中心となり、警察、消防及びその他関係機

関の参加のもと、自主防災組織及び事業者や要配慮者も含めた住

民の協力を得て                                        毎

年１回以上実施するものとする。 

 

第 13節 防災組織等の活動体制整備 

５ 企業防災の促進 

(1)企業の責務 

企業は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに

従業員等が屋外を移動することのないよう、テレワークの実施、

時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適

切な措置を講ずるよう努めるものとする。           

                              

                           

 

第 14節 要配慮者支援 

１ 要配慮者利用施設の安全体制の確保 

(5)避難確保計画の策定等 

（省略） 

県及び市町村は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や

避難訓練の実施状況等について、定期的に確認するよう努めるも

のとする。                          

                              

             

るマイ・タイムラインの作成などの住民参加型ワークショックを

開始し、地域の災害リスクと適切な避難行動の理解促進を図る。 

 

 

 

第 12節 防災訓練 

２ 県、市町村及び防災関係機関等が実施する訓練 

(1) 避難訓練 

１）市町村による避難訓練 

 災害時における避難指示及び立ち退き等の円滑、迅速、確実を

期するため、市町村が中心となり、警察、消防及びその他関係機

関の参加のもと、自主防災組織及び事業者や要配慮者も含めた住

民の協力を得て、マイ・タイムラインを確認して避難する訓練を毎

年１回以上実施するものとする。 

 

第 13節 防災組織等の活動体制整備 

５ 企業防災の促進 

(1)企業の責務 

企業は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに

従業員等が屋外を移動することのないよう、テレワークの実施、

時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適

切な措置を講ずるよう努めるものとする。また、市町村は、当該

施設の所有者又は管理者に対して、必要に応じて、円滑かつ迅速

な避難の確保を図るために必要な助言等を行うものとする。 

 

第 14節 要配慮者支援 

１ 要配慮者利用施設の安全体制の確保 

(5)避難確保計画の策定等 

（省略） 

県及び市町村は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や

避難訓練の実施状況等について、定期的に確認するよう努めるも

のとする。また、市町村は、当該施設の所有者又は管理者に対し

て、必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要

な助言等を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

内容の追加 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 



地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

２ 要配慮者の救援体制の確保 

(3) 相互協力体制の整備 

 特に、市町村は、要配慮者が迅速に避難できるよう、防災担当部

局と福祉担当部局との連携の下、防災関係機関及び福祉関係者と協

力して、              避難支援計画の策定をする

とともに、               避難支援体制の整備に

努める。 

 

 

第２章 災害応急対策        

第１節 組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 県 

１ 災害対策本部 

 県災害対策本部の概要は、次のとおりである。 

(1) 組織系統 

 

２ 要配慮者の救援体制の確保 

(3) 相互協力体制の整備 

 特に、市町村は、要配慮者が迅速に避難できるよう、防災担当部

局と福祉担当部局との連携の下、防災関係機関及び福祉関係者と協

力して、予め支援者を確保するための個別避難計画の策定をすると

ともに、避難支援が必要な避難行動要支援者の支援体制の整備に努

める。 

 

 

第２章 災害応急対策  

第１節 組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 県 

１ 災害対策本部 

 県災害対策本部の概要は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の追加 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 組織系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

付表（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編、脱字修正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

２ 災害警戒本部 

 災害警戒本部は、災害対策本部の設置に至るまでの措置及び本

部を設置する必要がないと認められる災害に対する措置の総合

的、迅速かつ的確な実施を推進する。 

 

〔災害対策本部設置の場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害警戒本部 

 災害警戒本部は、災害対策本部の設置に至るまでの措置及び本

部を設置する必要がないと認められる災害に対する措置の総合

的、迅速かつ的確な実施を推進する。 

 

〔災害対策本部設置の場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

〔災害警戒本部設置の場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 気象情報等計画 

第１ 特別警報・警報・注意報 

１ 特別警報・警報・注意報の種類と発表基準 

また、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等

による激しい突風、落雷等については、実際に危険度が高まって

いる場所が「危険度分布」等で発表される。 

 

なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレビやラジ

オによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられる

 

〔災害警戒本部設置の場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 気象情報等計画 

第１ 特別警報・警報・注意報 

１ 特別警報・警報・注意報の種類と発表基準 

また、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等

による激しい突風、落雷等については、実際に危険度が高まって

いる場所が「キキクル」や「雷ナウキャスト」、「竜巻発生確度ナ

ウキャスト」等で発表される。 

なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレビやラジ

オによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害防止対策基

本方針及び茨城県土

砂災害警戒情報に関

する実施要領との整

合を図るため 

（水戸地方気象台） 

 



地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

よう、これまでどおり市町村等をまとめた地域の名称を用いる場

合がある。 

 

２ 特別警報・警報・注意報、その他気象情報の細分区域と運用 

(2) その他 

 水戸地方気象台（気象庁）は、           特別警報・

警報・注意報                         

                               

   とは別に気象現象の推移や防災上の注意を報じるため気象情

報を発表する。 

 

ア 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、茨城県気象情報、台風

情報 

 気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意

を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する。 

                               

                               

                               

                               

                              

 

イ 記録的短時間大雨情報 

県内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないよう

な猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量計による観測)又は解

析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したとき

に、府県気象情報の一種として発表する。この情報が発表された

ときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった

災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実

際に災害発生の危険度が高まっている場所について、警報の「危

険度分布」で確認する必要がある。 

 

 

 

よう、これまでどおり市町村等をまとめた地域の名称を用いる場

合がある。 

 

２ 特別警報・警報・注意報、その他気象情報の細分区域と運用 

(2) その他 

 水戸地方気象台（気象庁）は、気象の予報等について、特別警報・

警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・

注意報が発表した後、経過や予想、防災上の留意点を解説する場

合には気象情報を発表する。 

 

 

ア 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、茨城県気象情報、台風

情報 

 気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意

を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する。 

 なお、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中

で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いて

いるときには、「線状降水帯」というキーワードを使って解説す

る「顕著な大雨に関する茨城県気象情報」という表題の気象情報

が府県気象情報、地方気象情報、全般気象情報として発表される。 

 

イ 記録的短時間大雨情報 

    大雨警報発表中の市町村において、キキクルの「危険」

（紫）が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈

な雨（１時間降水量）が観測(地上の雨量計による観測)又は解析

(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)されたとき

に、気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、土砂

災害及び、低地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生に

つながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発

生の危険度が高まっている場所をキキクル（危険度分布）で確認

する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

68 

  

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁推奨の言い回

しと整合させるため 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

気象情報の追記 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

 

記録的短時間大雨情

報の運用改善による 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

21 

 

改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

ウ 竜巻注意情報 

 積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風

に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況

下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まった時に、 

                 「茨城県北部」・「茨城県南部」 

 で     発表する。 

 なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度

ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域

を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが

非常に高まっている旨を付加した情報で発表される。（この情報の有

効期間は、発表から概ね 1時間である。） 

 

 【追加】                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 竜巻注意情報 

 積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風

に対して注意が呼びかけられる情報で、雷注意報が発表されている

状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まった時

に、天気予報の対象地域と同じ発表単位（「茨城県北部」・「茨城県

南部」）で気象庁から発表する。 

 なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度

ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域

を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが

非常に高まっている旨を付加した情報で発表される。この情報の有

効期間は、発表から概ね 1時間である。 

 
オ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 
 

種  類 概  要 

土砂キキクル 

（大雨警報（土

砂災害）の危険

度分布）※ 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情

報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用

いて常時 10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）

や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危険度が高ま

っている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必

要とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警

戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要

とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確

認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警

戒レベル２に相当。 

浸水キキクル 

（大雨警報（浸

水害）の危険度

分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、

地図上で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す

情報。１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時

10 分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表

されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認す

ることができる。 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の追加 

（水戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必

要とされる警戒レベル５に相当。 

洪水キキクル 

（洪水警報の

危険度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知

河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予

測を、地図上で河川流路を概ね１km ごとに５段階に色分

けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用

いて常時 10 分ごとに更新しており、洪水警報等が発表さ

れたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認する

ことができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必

要とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警

戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要

とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確

認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警

戒レベル２に相当。 

流域雨量指数

の予測値 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知

河川及びその他河川）の、上流域での降雨による、下流の

対象地点の洪水危険度の高まりの予測を、洪水警報等の基

準への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列で示

す情報。６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報

等）を用いて常時 10分ごとに更新している。 

※「災害切迫」（黒）：警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに

活用 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

３ 特別警報・警報・注意報の伝達 

(1) 水戸地方気象台関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１

号の規定に基づく法定伝達先。  

注）二重線の経路は、特別警報が発表された際に、通知もしくは

周知の措置が義務づけられている伝達経路。 

 

(3) 東日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日本        ）

関係 

 

第２ 洪水予報河川の洪水予報 

１ 国が管理する河川の洪水予報 

 水戸地方気象台は、常陸河川国道事務所・霞ヶ浦河川事務所・

下館河川事務所と共同で下記の河川の洪水予報(氾濫注意情報・

氾濫警戒情報・氾濫危険情報・氾濫発生情報)を発表する（警戒

レベル２～５に相当する）。これらの洪水予報は、担当の河川(国

道)事務所が茨城県(河川課)に通報し、土木   事務所を通じ

て関係市町村に伝達するものとする。水戸地方気象台は、県防

災・危機管理課ほか関係防災機関・報道機関に通報する。なお、

関係市町村への伝達は担当の河川（国道）事務所からも行われる。 

 また、気象庁と国土交通省関東地方整備局が共同で発表する下

３ 特別警報・警報・注意報の伝達 

(1) 水戸地方気象台関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１

号及び第３号の規定に基づく法定伝達先。 

注）二重線の経路は、気象業務法第 15条及び第 15条の２によっ

て、警報の通知又は周知の措置が義務づけられている伝達経路。 

 

(3)  日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日本又はＮＴＴ西日本）

関係 

 

第２ 洪水予報河川の洪水予報 

１ 国が管理する河川の洪水予報 

 水戸地方気象台は、常陸河川国道事務所・霞ヶ浦河川事務所・

下館河川事務所と共同で下記の河川の洪水予報(氾濫注意情報・

氾濫警戒情報・氾濫危険情報・氾濫発生情報)を発表する（警戒

レベル２～５に相当する）。これらの洪水予報は、担当の河川(国

道)事務所が茨城県(河川課)に通報し、土木・工事事務所を通じ

て関係市町村に伝達するものとする。水戸地方気象台は、県防

災・危機管理課ほか関係防災機関・報道機関に通報する。なお、

関係市町村への伝達は担当の河川（国道）事務所からも行われる。 

 また、気象庁と国土交通省関東地方整備局が共同で発表する下
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72 
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伝達図の修正 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織名称の変更 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（河川課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

記の河川の洪水予報は、関東地方整備局が茨城県（河川課）に通

報し、県は土木   事務所を通じて関係市町村に伝達するのも

とする。気象庁から発表された洪水予報は、水戸地方気象台が県

防災・危機管理課ほか関係防災機関・報道機関に通報する。 

 

 

 

 

 

 

 

国の機関が行う洪水予報の伝達先(茨城県内関係のみ) 

担当官署 伝達先 伝達方法 

関東地方整備局 

常陸河川国道事務所 

霞ヶ浦河川事務所 

下館河川事務所 

県（土木部河川課） ＦＡＸ又は専

用電話 

関係市町村 ＦＡＸ又は専

用電話 

水戸地方気象台 

常陸河川国道事務所 

専用回線 

県（防災・危機管理課） 

NHK水戸放送局 

NTT東日本又は NTT西

日本 ※１ 

茨城県警察本部 
インターネッ

ト ※２ 
茨城放送 

陸上自衛隊施設学校 

※１：NTT東日本又は NTT西日本への伝達は洪水警報のみ 

※２：地域における防災気象情報の利用を促進し、気象災害によ

る被害の防災・軽減により一層貢献するため、茨城県を通じた情

報伝達に加えて、インターネットを活用したシステムにより県及

び市町村の防災機関や報道機関等に提供している。 

利根川水系桜川洪水予報の伝達先 

担 当 官 署 伝 達 先 伝達方法 

茨城県土木部 土浦土木事務所 メール及び

記の河川の洪水予報は、関東地方整備局が茨城県（河川課）に通

報し、県は土木・工事事務所を通じて関係市町村に伝達するのも

とする。気象庁から発表された洪水予報は、水戸地方気象台が県

防災・危機管理課ほか関係防災機関・報道機関に通報する。 

 

 

 

 

 

 

 

国の機関が行う洪水予報の伝達先(茨城県内関係のみ) 

担当官署 伝達先 伝達方法 

関東地方整備局 

常陸河川国道事務所 

霞ヶ浦河川事務所 

下館河川事務所 

県（土木部河川課） メール（ＦＡＸ）

又は、専用電話 

関係市町村 メール（ＦＡＸ） 

水戸地方気象台 

              

専用回線 

県（防災・危機管理課） 

NHK水戸放送局 

NTT東日本又は NTT西

日本 ※１ 

           

                  

          

※１：NTT東日本又は NTT西日本への伝達は洪水警報のみ 

                              

                              

                              

                     

利根川水系桜川洪水予報の伝達先 

担 当 官 署 伝 達 先 伝達方法 

茨城県土木部 土浦土木事務所 メール及び

  

  

74 

  

  

  

 

 

74 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（河川課） 

 

 

 

 

組織改編 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

直轄河川事務所洪水

対策計画書と整合を

図るため修正 

（河川課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用回線廃止 

（水戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

河 川 課 霞ヶ浦河川事務所 ＦＡＸ 

茨城県警察本部 

土浦市 

つくば市 

阿見町 

水戸地方気象台 

常陸河川国道事務所 

専 用 回 線 

県（防災・危機管理課） 

ＮＨＫ水戸放送局 

ＮＴＴ東日本又はＮＴＴ西日

本 ※１ 

茨 城 県 警 察 本 部 インターネ

ット 

※２ 

茨 城 放 送 

陸上自衛隊施設学校 

※１：ＮＴＴ東日本又はＮＴＴ西日本への伝達は洪水警報のみ 

※２：地域における防災気象情報の利用を促進し、気象災害によ

る被害の防止・軽減により一層貢献するため、茨城県を通じた情

報伝達に加えて、インターネットを活用したシステムにより県及

び市町村の防災機関や報道機関等に提供している。 

 

伝達系統図（例：那珂川、久慈川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河 川 課 霞ヶ浦河川事務所 ＦＡＸ 

茨城県警察本部 

土浦市 

つくば市 

阿見町 

水戸地方気象台 

県（防災・危機管理課） 

専 用 回 線 ＮＨＫ水戸放送局 

ＮＴＴ東日本又はＮＴＴ西日

本 ※１ 

 

 

 

 

 

※１：ＮＴＴ東日本又はＮＴＴ西日本への伝達は洪水警報のみ 

                              

                              

                              

                        

 

伝達系統図（例：那珂川、久慈川） 
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76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用回線廃止 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

 

表記の修正 

（関東地方整備局） 

 

 

 

 

関東地方整備局 
 水災害予報センター 
  マイクロ 83-3866 

FAX     83-3799 
NTT    048-600-1947 

  NFAX  048-600-1381 

関東地方整備局 
 水災害予報センター 
  マイクロ 83-3861 

FAX     83-3798 
NTT    048-600-1947 

  NFAX  048-600-1428 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設）                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定河川洪水予報の種類、表題と概要 
種 類 標 題 概 要 

洪水警報 

氾濫発生情報 

氾濫が発生したとき、氾濫が継続している

ときに発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や

救援活動等が必要となる。災害がすでに発

生している状況であり、命の危険が迫って

いるため直ちに身の安全を確保する必要が

あることを示す警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水

位以上の状況が継続しているとき、または

３時間先までに氾濫する可能性のある水位

に到達すると見込まれるとき、に発表され

る。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、

避難等の氾濫発生に対する対応を求める段

階であり、避難情報の発令の判断の参考と

する。危険な場所からの避難が必要とされ

る警戒レベル４に相当。 

氾濫警戒情報 

氾濫危険水位に到達すると見込まれると

き、避難判断水位に到達し更に水位の上昇

が見込まれるとき、氾濫危険情報を発表中

に氾濫危険水位を下回ったとき（避難判断

水位を下回った場合を除く）、避難判断水位

を超える状況が継続しているとき（水位の

 

76 

 

  

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

 

表記の修正 

（河川課） 

 

 

 

 

 

 

 

指定河川洪水予報を

追加 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁予報部 
 NTT   03-3212-8341 
 NFAX  03-3211-4923 

気象庁大気海洋部 
 NTT   03-6758-3900 
 NFAX  03-3434-9103 

茨城県 
 河川課 
  マイクロ 83-765-4490 

FAX     83-765-4499 
NTT    029-301-1367 

  NFAX  029-301-4499 

茨城県 
 河川課 
  マイクロ 83-765-4490 

FAX     83-765-4499 
NTT    029-301-1367 

  NFAX  029-301-4499 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                             

                              

                              

                              

                              

           

 

第３ 水位情報周知河川の水位情報等 

２ 県（各土木   事務所）は、県が管理する水位情報周知河

川について、河川の水位が特別警戒水位（氾濫危険水位）に達し

たときは、当該河川の水位又は流量を示して、関係市町村に伝達

する。 

 

第４ 土砂災害警戒情報 

 大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がい

つ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難

勧告や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村

を特定して警戒を呼びかける情報で、茨城県と水戸地方気象台が

共同で土砂災害警戒情報を発表する。なお、これを補足する情報

である大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メ

ッシュ情報）で、実際に危険度が高まっている場所を確認するこ

とができる（        避難が必要とされる警戒レベル４

上昇の可能性がなくなった場合を除く）に

発表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。

高齢者等は危険な場所からの避難が必要と

される警戒レベル３に相当。 

洪水注意

報 
氾濫注意情報 

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見

込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避

難判断水位未満の状況が継続していると

き、避難判断水位に達したが水位の上昇が

見込まれないときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認

等、避難に備え自らの避難行動の確認が必

要とされる警戒レベル２に相当。 

また、令和２年３月にとりまとめられた河川・気象情報の改善

に関する検証報告書に基づき、国土交通省と共同で指定河川洪水

予報を実施する河川においては、大雨特別警報の警報等への切替

時に、それ以降に河川氾濫の危険性が高くなると予測した場合に

は、臨時の指定河川洪水予報を発表する。この情報は、府県気象

情報として発表する。 

 

 

第４ 水位情報周知河川の水位情報等 

２ 県（各土木・工事事務所）は、県が管理する水位情報周知河

川について、河川の水位が特別警戒水位（氾濫危険水位）に達し

たときは、当該河川の水位又は流量を示して、関係市町村に伝達

する。 

 

第５ 土砂災害警戒情報 

 大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がい

つ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難

指示や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村

を特定して警戒を呼びかける情報で、茨城県と水戸地方気象台が

共同で         発表する。市町村内で危険度が高まっ

ている詳細な領域は土砂災害に関するメッシュ情報で確認する

ことができる。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル

４に相当。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 

 

  

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（河川課） 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（水戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

に相当する）。 

  

第５ 火災気象通報 

水戸地方気象台が茨城県を対象として行う火災気象通報の実

施基準は、次のとおりである。 

(4) 通報文の構成 

 ウ 見出し、対象地域・要素・期間及び予想値（風向・風速・実

効湿度・最小湿度） 

 

第６ 異常現象発見者の通報義務等 

 

第４節 災害情報の収集・伝達 

２ 被害情報・措置情報の収集・伝達 

(5) 被害種類別の情報収集・伝達方法 

４）情報収集・伝達系統４（ライフライン被害） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 火災気象通報 

消防法第 22条第 1項の規定に基づき、水戸地方気象台が茨城

県を対象として行う火災気象通報の実施基準は、次のとおりであ

る。 

(4) 通報文の構成 

 ウ 見出し、対象地域・要素・期間及び実況値（風向・風速・実

効湿度・最小湿度） 

 

第７ 異常現象発見者の通報義務等 

 

第４節 災害情報の収集・伝達 

２ 被害情報・措置情報の収集・伝達 

(5) 被害種類別の情報収集・伝達方法 

４）情報収集・伝達系統４（ライフライン被害） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

  

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

番号の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の分社化 

（東京ガスネットワ

ーク株式会社） 

組織改編 

（水政課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

第５節 通信 

３ 公衆電気通信設備が利用できない場合 

(2) 非常通信の利用 

ウ 頼信の手続 

(ｲ) 本文はできる限り簡潔に記載し 字数は 200字以内（平文の

場合は片仮名換算）にする。 

 

(ｴ) 応援要請を内容とする場合は、その具体的な項目（例えば「自

衛隊 100名派遣、毛布 1、000枚を送られたい。」のように）を記

入する。 

 

(3) 放送の利用 

ア 放送の要請 

 知事及び市町村長は、緊急を要する場合で、他の有線電気通信

設備又は無線設備による通信ができない場合、又は、著しく困難

な場合においては、あらかじめ協議して定めた手続により、災害

に関する通知、要請、伝達、予・警報等の放送をＮＨＫ水戸放送

局及び(株)茨城放送に要請する。 

 

(7) アマチュア無線ボランティアの活用 

１）受入れ体制の確保 

 防災・危機管理課は、災害発生後直ちに「受入れ窓口」を設置

し、アマチュア無線ボランティア活動を希望する者の登録を行

い、アマチュア無線ボランティアを確保する。 

２）「受入れ窓口」の運営 

 防災・危機管理課が運営する「受入れ窓口」における主な活動

内容は、次に示すとおりである。 

① ボランティアの募集、登録、協力依頼、派遣 

② 県及び市町村担当窓口との連絡調整 

③ その他 

３）アマチュア無線ボランティア「受入れ窓口」との連携・協力 

 県及び市町村は、災害発生後ボランティア「担当窓口」（防災・

危機管理課）の開設時にコーディネートを担当する職員を配置

 

第５節 通信 

３ 公衆電気通信設備が利用できない場合 

(2) 非常通信の利用 

ウ 頼信の手続 

(ｲ) 本文はできる限り簡潔に記載し、字数は 200字以内（平文の

場合は片仮名換算）にする。 

 

(ｴ) 応援要請を内容とする場合は、その具体的な項目（例えば「自

衛隊 100名派遣、毛布 1，000枚を送られたい。」のように）を記

入する。 

 

(3) 放送の利用 

ア 放送の要請 

 知事及び市町村長は、緊急を要する場合で、他の有線電気通信

設備若しくは無線設備による通信ができない場合、又は、著しく

困難な場合においては、あらかじめ協議して定めた手続により、

災害に関する通知、要請、伝達、予・警報等の放送をＮＨＫ水戸

放送局及び(株)茨城放送に要請する。 

 

(7) アマチュア無線ボランティアの活用 

ア 受入れ体制の確保 

 防災・危機管理課は、災害発生後直ちに「受入れ窓口」を設置

し、アマチュア無線ボランティア活動を希望する者の登録を行

い、アマチュア無線ボランティアを確保する。 

イ 「受入れ窓口」の運営 

 防災・危機管理課が運営する「受入れ窓口」における主な活動

内容は、次に示すとおりである。 

(ｱ) ボランティアの募集、登録、協力依頼、派遣 

(ｲ) 県及び市町村担当窓口との連絡調整 

(ｳ) その他 

ウ アマチュア無線ボランティア「受入れ窓口」との連携・協力 

 県及び市町村は、災害発生後ボランティア「担当窓口」（防災・

危機管理課）の開設時にコーディネートを担当する職員を配置

 

 

 

92 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（県警通信指令課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（県警通信指令課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

し、県・市町村内部及びボランティア「受入れ窓口」との連絡調

整、情報収集、提供及び広報活動等を行う。 

４）アマチュア無線ボランティアの活動内容 

① 非常通信 

② その他の情報収集活動 

 

第６節 広報 

第１ 広報活動 

１ 広報内容 

(1) 広域災害広報 

ケ 避難の指示・勧告・準備情報等 

 

(2) 地域災害広報 

カ 避難の指示・勧告・準備情報等 

 

第８節 水防 

１ 水防の責任 

(1) 水防管理団体の責任（水防法第３条） 

カ 水防時における適切な水防活動の実施 

(ｾ) 水防てん末報告書の提出 

② 水防計画を樹立すること 

 

(2) 県の責任（水防法第３条の６） 

ケ 水防管理団体に援助するための水防倉庫及び資機材を整備

補助すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、県・市町村内部及びボランティア「受入れ窓口」との連絡調

整、情報収集、提供、広報活動等を行う。 

エ アマチュア無線ボランティアの活動内容 

(ｱ) 非常通信 

(ｲ) その他の情報収集活動 

 

第６節 広報 

第１ 広報活動 

１ 広報内容 

(1) 広域災害広報 

ケ 避難の指示・   高齢者等避難の  情報等 

 

(2) 地域災害広報 

カ 避難の指示・   高齢者等避難の  情報等 

 

第８節 水防 

１ 水防の責任 

(1) 水防管理団体の責任（水防法第３条） 

カ 水防時における適切な水防活動の実施 

(ｾ) 水防てん末報告書の提出 

② 水防計画を定めること 

 

(2) 県の責任（水防法第３条の６） 

ケ 水防管理団体に援助するための水防倉庫及び資機材を整備 

  すること 
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102 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

水防法や水防計画と

整合を図るため修正 

（河川課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

３ 県の水防組織 

水防本部 

（水防本部組織） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 災害警備 

４ 災害警備活動 

災害発生時に行う災害警備活動は、おおむね次のとおりとす

る。 

(7) 死体の見分及び検視 

 

(9) （新設） 

 

 

３ 県の水防組織 

水防本部 

（水防本部組織） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 災害警備 

４ 災害警備活動 

災害発生時に行う災害警備活動は、おおむね次のとおりとす

る。 

(7) 死体 見分及び検視 

 

(9) 感染防止対策 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県水防計画と整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（河川課） 

 

 

 

 

 

計画改正 

文言の整理 

（県警警備課） 

 

 

 

注１）土木・工事事務所長には、大子工務所長を含む 注１）土木   事務所長には、大子工務所長を含む 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第 10節 交通計画 

３ 各機関別実施者 

(3) 警察関係機関 

エ 緊急通行車両の確認等 

様式第４（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10節 交通計画 

３ 各機関別実施者 

(3) 警察関係機関 

エ 緊急通行車両の確認等 

様式第４（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

（鹿島地方事務組合

消防本部） 

 



地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

33 

 

改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第 11節 避 難 

２ 実施機関 

(1) 災害発生情報、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高

齢者等避難開始 

 避難勧告等を行う権限のある者は、それぞれの法律によって次

のように定められているが、災害応急対策の第一次的な実施責任

者である市町村長を中心として相互に連携をとり実施するもの

とする。 

なお、指定行政機関、指定地方行政機関及び県は、市町村から

求めがあった場合、必要に応じて防災関係機関と協議の上、避難

勧告等の対象地域、対象者、判断時期等について、その所掌事務

に関し、技術的に可能な範囲で助言するものとする。 

また、国〔国土交通省〕及び県は、市町村長による洪水時にお

ける避難勧告等の発令に資するよう、市町村長へ河川の状況や今

後の見通し等を直接伝えるよう努めるものとする。 

ア 市町村長（災対法第 56条、第 60条） 

イ 警察官又は海上保安官（災対法第 61条、警察官職務執行法

第４条） 

ウ 水防管理者「市町村長、市町村水防事務管理者」（水防法第

29条） 

エ 知事又はその命を受けた県職員（災対法第 60条、水防法第

29条、地すべり等防止法第 25条） 

オ 災害のために派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（その場に警

察官のいない場合に限る。自衛隊法第 94条） 

 市町村長は、災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難

すべき区域や具体的な数値に基づいた発令基準、伝達方法等を明

確にしてあるマニュアルに基づき、発災時に避難勧告等を適切に

発令するよう努める。 

 なお、避難勧告等の発令の際には、避難場所を開放しているこ

とが望ましいが、避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ

短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難勧告等を発令するものとす

る。また、そのような事態が生じ得ることを住民にも周知するも

のとする。 

 

第 11節 避 難 

２ 実施機関 

(1) 緊急安全確保、避難指示   、          高

齢者等避難   

 避難指示等を行う権限のある者は、それぞれの法律によって次

のように定められているが、災害応急対策の第一次的な実施責任

者である市町村長を中心として相互に連携をとり実施するもの

とする。 

なお、指定行政機関、指定地方行政機関及び県は、市町村から

求めがあった場合、必要に応じて防災関係機関と協議の上、避難

指示等の対象地域、対象者、判断時期等について、その所掌事務

に関し、技術的に可能な範囲で助言するものとする。 

また、国〔国土交通省〕及び県は、市町村長による洪水時にお

ける避難指示等の発令に資するよう、市町村長へ河川の状況や今

後の見通し等を直接伝えるよう努めるものとする。 

ア 市町村長（災対法第 56条、第 60条） 

イ 警察官又は海上保安官（災対法第 61条、警察官職務執行法

第４条） 

ウ 水防管理者「市町村長、市町村水防事務管理者」（水防法第

29条） 

エ 知事又はその命を受けた県職員（災対法第 60条、水防法第

29条、地すべり等防止法第 25条） 

オ 災害のために派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（その場に警

察官のいない場合に限る。自衛隊法第 94条） 

 市町村長は、災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難

すべき区域や具体的な数値に基づいた発令基準、伝達方法等を明

確にしてあるマニュアルに基づき、発災時に避難指示等を適切に

発令するよう努める。 

 なお、避難指示等の発令の際には、避難場所を開放しているこ

とが望ましいが、避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ

短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難指示等を発令するものとす

る。また、そのような事態が生じ得ることを住民にも周知するも

のとする。 
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法改正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

３ 災害発生情報、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高

齢者等避難開始の内容 

避難勧告等を発令する場合は、次の内容を明示して実施するもの

とする。 

 

４ 避難措置の周知 

避難勧告等を発令した場合は、当該地域の住民に対してその内

容を周知させるとともに、速やかに関係各機関に対して連絡する

ものとする。 

(1) 住民への周知徹底 

 避難の措置を行うに当たっては、当該実施者はその内容を直接

の広報、又は報道関係機関等を通じて住民に周知徹底を図るもの

とする。 

 また、市町村は、危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝達文の

内容を工夫すること、その対象者を明確にすること、避難勧告等

に対応する警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに

対応したとるべき避難行動がわかるように伝達することなどに

より、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものとする。避難

のための準備及び避難には多くの時間を要することから、５段階

の警戒レベルに応じた住民がとるべき行動については、常に一段

階上の警戒レベルに備えるよう住民に周知しておくものとする。 

 また、住民の安全な避難を可能とするため、夜間から翌朝まで

に強い降雨等が予想される場合や河川上流の水位の急激な上昇

が予想される場合、線状降水帯など異常な降水が予想される場合

には、避難勧告等を早期に発令し、避難準備時間及び避難時間を

確保するよう努めるものとする。 

 なお、避難時の周囲の状況等により、屋内で留まっていたほう

が安全な場合等やむを得ないときは、「屋内安全確保」を行うべ

きことにも留意するものとする。 

 また、避難勧告、避難指示（緊急）及び災害発生情報を夜間に

発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯に

おける避難準備・高齢者等避難開始の発令に努めるものとする。 

 また、市町村は、自主防災組織等の地域コミュニティとの協

力・連携を図り、要配慮者をはじめ住民への周知漏れを防ぐよう

３ 緊急安全確保、避難指示   、           高

齢者等避難  の内容 

避難指示等を発令する場合は、次の内容を明示して実施するもの

とする。 

 

４ 避難措置の周知 

避難指示等を発令した場合は、当該地域の住民に対してその内

容を周知させるとともに、速やかに関係各機関に対して連絡する

ものとする 

(1) 住民への周知徹底 

 避難の措置を行うに当たっては、当該実施者はその内容を直接

の広報、又は報道関係機関等を通じて住民に周知徹底を図るもの

とする。 

 また、市町村は、危険の切迫性に応じて避難指示等の伝達文の

内容を工夫すること、その対象者を明確にすること、避難指示等

に対応する警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに

対応したとるべき避難行動がわかるように伝達することなどに

より、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものとする。避難

のための準備及び避難には多くの時間を要することから、５段階

の警戒レベルに応じた住民がとるべき行動については、常に一段

階上の警戒レベルに備えるよう住民に周知しておくものとする。 

 また、住民の安全な避難を可能とするため、夜間から翌朝まで

に強い降雨等が予想される場合や河川上流の水位の急激な上昇

が予想される場合、線状降水帯など異常な降水が予想される場合

には、避難指示等を早期に発令し、避難準備時間及び避難時間を

確保するよう努めるものとする。 

 なお、避難時の周囲の状況等により、屋内で留まっていたほう

が安全な場合等やむを得ないときは、「緊急安全確保」を行うべ

きことにも留意するものとする。 

 また、     避難指示   及び緊急安全確保を夜間に発

令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯にお

ける     高齢者等避難  の発令に努めるものとする。 

 また、市町村は、自主防災組織等の地域コミュニティとの協

力・連携を図り、要配慮者をはじめ住民への周知漏れを防ぐよう
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（防災・危機管理課） 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

努める。 

 

(2) 関係機関相互の連絡 

 県、県警察本部、市町村、自衛隊及び海上保安部は、避難の措

置を行ったときは、その内容を相互に連絡するものとする。 

 なお、市町村長は避難勧告等を発令したときは、速やかに知事

に報告しなければならない。 

 

５ 警戒区域の設定 

(2) 警戒区域設定の周知 

 警戒区域の設定を行った者は、避難の勧告又は指示と同様に、

住民への周知及び関係機関への連絡を行う。 

 

６ 避難の誘導 

(1) 避難誘導の方法 

（新設）                          

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                

                              

                              

                              

                                            

                              

 

第 12節 食糧供給 

３ 食糧の調達 

(4)米穀の調達 

イ 知事は、災害の状況等により必要と認める場合は、市町村長

の要請に基づき、農林水産省政策統括官に対し、応急用米穀の調

努める。 

 

(2) 関係機関相互の連絡 

 県、県警察本部、市町村、自衛隊及び海上保安部は、避難の措

置を行ったときは、その内容を相互に連絡するものとする。 

 なお、市町村長は避難指示等を発令したときは、速やかに知事

に報告しなければならない。 

 

５ 警戒区域の設定 

(2) 警戒区域設定の周知 

 警戒区域の設定を行った者は、避難の    指示と同様に、

住民への周知及び関係機関への連絡を行う。 

 

６ 避難の誘導 

(1) 避難誘導の方法 

6) 保健所は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療

養者等の被災に備えて、平常時から、防災担当部局（管内の市町

村の防災担当部局を含む。）との連携の下、ハザードマップ等に

基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行う

よう努めること。また、市町村の防災担当部局との連携の下、自

宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとと

もに、必要に応じて、自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた

情報を提供するよう努めること。 

７）ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保する事

ができる場合は、住民自らの判断で「緊急安全確保」を行うこと

や、避難時の周囲の状況等により指定緊急避難場所等への避難が

かえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うことについ

て周知徹底に努めるものとする。 

 

第 12節 食糧供給 

３ 食糧の調達 

(4)米穀の調達 

イ 知事は、災害の状況等により必要と認める場合は、市町村長

の要請に基づき、農林水産省農産局長に対し、応急用米穀の調達
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法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため追加 

（感染症対策課） 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため追加 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

組織改編 

（産地振興課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

達を要請し、必要量を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 市町村長は、交通通信の途絶によりイによる引渡しを受けら

れない場合は農林水産省政策統括官に対し、応急用米穀の調達を

要請し、必要量を確保する。この場合市町村長は、事後速やかに

知事に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15節 医療・助産 

５ 在宅の要配慮者に対する安全確保対策 

(7) DWATの派遣 

 県に対して                   被災市

町村から DWATの派遣要請があった場合に、          

を要請し、必要量を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 市町村長は、交通通信の途絶によりイによる引渡しを受けら

れない場合は農林水産省農産局長に対し、応急用米穀の調達を要

請し、必要量を確保する。この場合市町村長は、事後速やかに知

事に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15節 医療・助産 

５ 在宅の要配慮者に対する安全確保対策 

(7) DWATの派遣 

 県に対して県内の被災市町村、国（厚生労働省）又は被災都道

府県から DWATの派遣要請があった場合に、避難所の高齢者、障
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（産地振興課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

                  災害福祉支援ネットワ

ークに対して避難所への DWATの派遣要請を行う。 

 

第 18節 防疫 

５ 情報収集・報告 

情報収集に当っては、迅速かつ的確を期し、保健所長は、早急に次の

事項を県保健福祉部に報告する。 

 

第 22節 輸送 

１ 陸上輸送計画 

(1) 本計画により実施する輸送は次に掲げるものを対象とする。 

ア 応急措置を実施するために必要な人員及び資機材 

イ り災者並びに救助用物質及び飲料水 

 

第 23節 労務計画 

１ 労働者の確保については、産業戦略部が関係機関等の協力によ 

 り、万全を期するものとする。 

２ 産業戦略部長は保健福祉部長から必要労働者数についての要 

請をうけたときは、労働政策課長から労働者の充足について迅速な

る方策の樹立を求める。 

３ 労働政策課長は、出動要請のあった場所及び人員に基づき、茨 

 城労働局に労働者の充足を要請する。 

４ あっせんされた労働者の指揮は保健福祉部救助班長又は市町村

の救助担当班長が行う。 

 

第 25節 自衛隊に対する災害派遣要請 

第５ 災害派遣の活動範囲 

自衛隊の災害派遣の活動範囲は概ね次による。 

 

項目 内容 

炊 飯 及 び 給 水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

 

 

害者等の生活機能の低下の防止等のため、災害福祉支援ネットワ

ークに対して避難所への DWATの派遣要請を行う。 

 

第 18節 防疫 

５ 情報収集・報告 

情報収集に当っては、迅速かつ的確を期し、保健所長は、早急に次の

事項を県保健医療部長に報告する。 

 

第 22節 輸送 

１ 陸上輸送計画 

(1) 本計画により実施する輸送は次に掲げるものを対象とする。 

ア 応急措置を実施するために必要な人員及び資機材 

イ り災者並びに救助用物資及び飲料水 

 

第 23節 労務計画 

１ 労働者の確保については、産業戦略部が関係機関等の協力によ 

 り、万全を期するものとする。 

２ 産業戦略部長は福祉部長から必要労働者数についての要請をう 

 けたときは、労働政策課長から労働者の充足について迅速なる方 

 策の樹立を求める。 

３ 労働政策課長は、出動要請のあった場所及び人員に基づき、茨 

 城労働局に労働者の充足を要請する。 

４ あっせんされた労働者の指揮は福祉部救助班長又は市町村の 

 救助担当班長が行う。 

 

第 25節 自衛隊に対する災害派遣要請 

第５ 災害派遣の活動範囲 

自衛隊の災害派遣の活動範囲は概ね次による。 

 

項目 内容 

給 食 及 び 給 水 被災者に対し、給食及び給水を実施する。 
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防災基本計画修正と

の整合を図るため 

（福祉指導課） 

 

 

 

 

組織改編 

（保健政策課） 

 

 

 

 

 

誤字修正 

（関東運輸局） 

 

 

 

組織改編 

（保健政策課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第３章 災害復旧計画        

第１節 公共施設の災害復旧 

第２ 復旧事業の方針 

６ 公共土木施設災害復旧（河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防

止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、橋梁、道路、

港湾、漁港、下水道、公園）の取扱い手続は次のとおりである。 

(1) 公共事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 災害復旧事業に必要な金融及びその他の資金 

第１ 農林漁業復旧資金 

２ 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づく融資 

(1) 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例第２条第 12号に基づ

き、条例で指定された災害に係る被害農業地域等の被害農林漁業

者に必要な経営資金を融資する。 

カ 貸付機関        

農業協同組合、森林組合       又は金融機関 

 

３ 株式会社日本政策金融公庫（農林漁業施設資金） 

(1) 償還期限        

＜主務大臣指定施設＞ 

                      

     15年（据置３年を含む。）以内 

第３章 災害復旧計画        

第１節 公共施設の災害復旧 

第２ 復旧事業の方針 

６ 公共土木施設災害復旧（河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防

止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、橋梁、道路、

港湾、漁港、下水道、公園）の取扱い手続は次のとおりである。 

(1) 公共事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 災害復旧事業に必要な金融及びその他の資金 

第１ 農林漁業復旧資金 

２ 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づく融資 

(1) 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例第２条第 12号に基づ

き、条例で指定された災害に係る被害農業地域等の被害農林漁業

者に必要な経営資金を融資する。 

カ 貸付機関        

農業協同組合、森林組合、漁業協同組合又は金融機関 

 

３ 株式会社日本政策金融公庫（農林漁業施設資金） 

(1) 償還期限        

＜主務大臣指定施設＞ 

果樹の改樹等 25年（据置 10年を含む。）以内 

 その他 15年（据置３年を含む。）以内 

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の見直し 

（河川課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付機関名の追加 

（農業経営課、漁政

課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

(3) 貸付限度額       

＜主務大臣指定施設＞ 

貸付対象事業費の 80％又は１施設当たり 300万円（特認 600万

円、漁船       1，000万円             

 ）のいずれか低い額 

 

(5) その他             農業協同組合、漁業協同

組合、同連合会、農林中央金庫等に申し込む。   

                          

 

第４ 生活福祉資金 

県社会福祉協議会は、「社会福祉法人茨城県社会福祉協議会生

活福祉資金貸付規程」に基づき、災害により被害を受けた低所得

世帯等に対し、経済的自立及び生活意欲の助長促進等が図れると

認められるものについて、民生委員及び市町村社会福祉協議会の

協力を得て生活福祉資金の貸し付けを行う。 

なお、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82

号）に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は原則として資

金の貸付対象としないものとする。ただし、特に当該世帯の自立

更生を促進するため必要があると認められるときは、福祉資金及

び教育支援資金について、貸付対象とすることができる。 

                              

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 貸付限度額       

＜主務大臣指定施設＞ 

貸付対象事業費の 80％又は１施設当たり 300万円（特認 600

万円、漁船 20トン未満：1，000万円、20トン以上：最大 11億

円）のいずれか低い額 

 

(5) その他 日本政策金融公庫のほか、農業協同組合、漁業協同

組合、同連合会、農林中央金庫等で申し込み可能 

      市町村長が発行する「り災証明書」が必要 

 

第４ 生活福祉資金 

                              

                              

                              

                              

                     

                              

                              

                                                                                        

                              

                           

地震災害対策計画編第４章第１節第２「災害弔慰金等の支給及

び災害援護資金等の貸付」に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 

 

記載事項追加 

（農業経営課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波災害対策計画編

と整合を図るため 

（茨城県社会福祉協

議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波災害対策計画編



地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

40 

 

改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

生活福祉資金資金種類等一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 義援金の募集及び配分 

１ 義援金の募集及び受付 

 県（保健福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、茨城県共同募金会は、

一般県民及び他都道府県民等への義援金の募集が必要と認められる

災害が発生した場合、直ちに義援金の受付窓口を設置し、義援金の

募集及び受付を実施する。 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 義援金の募集及び配分 

１ 義援金の募集及び受付 

 県（福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、茨城県共同募金会は、一

般県民及び他都道府県民等への義援金の募集が必要と認められる災

害が発生した場合、直ちに義援金の受付窓口を設置し、義援金の募

集及び受付を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

 

 

 

 

 

 

と整合を図るため 

（茨城県社会福祉協

議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第７ 災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金 

３ 災害援護資金の貸付 抜粋 

対象災害 県内において災害救助法が適用された市

町村が１以上ある場合の自然災害 

貸付

条件 

貸付利率 年３％              

（据置期間中は無利子） 

償還方法 年賦又は半年賦    

 

 

３ 海上災害対策計画 

第１章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

１ 情報の収集・伝達体制の整備 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）〕 

 

第２章 災害応急対策 

第２節 

〔警戒体制時の配備人員〕抜粋 

部局名 配備人員 

県民生活環境部 廃棄物対策課      ２ 

              

保健福祉部 厚生総務課       ２ 

福祉指導課       ２ 

医療対策課       ２ 

                  

警察本部 警 備 課       ３ 

地 域 課       ５ 

 

第３節  

３ 医療救護活動 

〔県（保健福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、病院、医療ボランテ

ィア〕 

 

第７ 災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金 

３ 災害援護資金の貸付 抜粋 

対象災害 県内において災害救助法が適用された市

町村が１以上ある場合の自然災害 

貸付

条件 

貸付利率 年３％以内で市町村条例で定める率 

（据置期間中は無利子） 

償還方法 年賦、半年賦又は月賦 

 

 

３ 海上災害対策計画 

第１章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

１ 情報の収集・伝達体制の整備 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）〕 

 

第２章 災害応急対策 

第２節 

〔警戒体制時の配備人員〕抜粋 

部局名 配備人員 

県民生活環境部 廃棄物規制課      １ 

資源循環推進課     １ 

保健医療部 保健政策課       ２ 

医療政策課       ２ 

福祉部 福祉政策課       ２ 

警察本部 警 備 課       ３ 

地 域 課       ２ 

 

 

第３節  

３ 医療救護活動 

〔県（保健医療部）、市町村、日赤茨城県支部、病院、医療ボランテ

ィア〕 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

187 

 

 

 

 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 

 

 

196 

 

 

 

法律改正による修正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

組織改編 

（廃棄物規制課、資

源循環推進課） 

（医療政策課） 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

法改正 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第４節 危険物等の大量流出に対する応急対策 

２ 沿岸の監視及び住民への避難勧告等 

〔市町村〕 

 流出油等の漂流、漂着又は流出油火災に対処するため、地先水

面の巡回監視を実施するものとする。 

 流出油が漂着し、又は漂着するおそれがある場合には、必要に

応じ沿岸住民に対し流出油等の状況や火気使用の制限又は禁止

等の危険防止措置を広報するものとする。 

 また、市町村長（市町村長が指示できないと認めるときは警察

官、海上保安官等）は、住民の生命、身体に危険を及ぼすと認め

るときは、危険区域の住民に対し、速やかに避難の勧告又は指示

を行うものとする。この際、聴覚障害者に対する広報は、正確で

わかりやすい文書や字幕付き放送、文字放送によるものとする。 

 

６ 航行船舶等の安全確保 

〔海上保安部〕 

 船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがあるときは、必要に

応じて船舶交通を制限し又は禁止するとともに、船舶の安全な運行

に必要と思われる情報について、無線等を通じ船舶への情報提供を

行うものとする。 

 

８ 義援金品の受入れ 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村、日赤茨城県支部〕 

 

９ 油回収作業従事者の健康確認 

〔県（保健福祉部）、市町村〕 

 

第５節 緊急輸送の確保 

〔海上保安部〕 

 緊急輸送を円滑に行うため、船舶交通の輻輳が予想される海域に

おいては、必要に応じて船舶交通の整理、指導を行うものとする。 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

 現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通 監視カメラ、

第４節 危険物等の大量流出に対する応急対策       

２ 沿岸の監視及び住民への避難指示等 

〔市町村〕 

 流出油等の漂流、漂着又は流出油火災に対処するため、地先水

面の巡回監視を実施するものとする。 

 流出油が漂着し、又は漂着するおそれがある場合には、必要に

応じ沿岸住民に対し流出油等の状況や火気使用の制限又は禁止

等の危険防止措置を広報するものとする。 

 また、市町村長（市町村長が指示できないと認めるときは警察

官、海上保安官等）は、住民の生命、身体に危険を及ぼすと認め

るときは、危険区域の住民に対し、速やかに避難の    指示

を行うものとする。この際、聴覚障害者に対する広報は、正確で

わかりやすい文書や字幕付き放送、文字放送によるものとする。 

 

６ 航行船舶等の安全確保 

〔海上保安部〕 

 船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがあるときは、必要に

応じて船舶交通を制限し又は禁止するとともに、船舶の安全な運行

に必要と思われる情報について、関係機関を通じ船舶への情報提供

を行うものとする。 

 

８ 義援金品の受入れ 

〔県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村、日赤茨城県支部〕 

 

９ 油回収作業従事者の健康確認 

〔県（保健医療部）、市町村〕 

 

第５節 緊急輸送の確保 

〔海上保安部〕 

 緊急輸送を円滑に行うため、船舶交通の輻輳が予想される海域に

おいては、必要に応じて船舶交通の整とん、指導を行うものとする。 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

 現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通流監視カメラ、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 

 

 

 

  

 

 

198 

 

 

 

198 

 

 

 

 

 

 

199 

 

 

 

 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（茨城海上保安部） 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（茨城海上保安部） 

文言の修正 

（県警交通規制課） 

（県警生活安全総務
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。 

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等との応

援協定等に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 

 

第 7節 応援の要請 

２ 応援要請・受入態勢 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村、消防本部〕 

 

 

４ 航空災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 茨城県の航空状況 

 本県には、公共用ヘリポートが 1か所（つくば）、非公共用飛行場

が２か所（阿見、龍ヶ崎）、非公共用ヘリポートが２か所（前山下妻、

茨城県庁）、自衛隊の飛行場が２か所（霞ヶ浦（陸上自衛隊）、百里

（航空自衛隊））及び茨城空港がある。また、本県の上空には、成田、

羽田及び百里の管制区が設定されている。 

 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧絵の備え 

３ 捜索、救助・救急、医療及び消火活動への備え 

(3) 医療活動への備え 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、

病院、各医療関係団体〕 

 

第２章 災害応急対策        

第２節 活動体制の確立 

〔警戒体制時の配備人員〕抜粋 

部局名 配備人員 

保健福祉部 厚生総務課       ２ 

福祉指導課       ２ 

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。 

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等に、交

通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 

 

第 7節 応援の要請 

２ 応援要請・受入態勢 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村、消防本部〕 

 

 

４ 航空災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 茨城県の航空状況 

 本県には、               非公共用飛行場が２

か所（阿見、龍ヶ崎）、非公共用ヘリポートが２か所（前山下妻、茨

城県庁）、自衛隊の飛行場が２か所（霞ヶ浦（陸上自衛隊）、百里（航

空自衛隊））及び茨城空港がある。また、本県の上空には、成田、羽

田及び百里の管制区が設定されている。 

 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧絵の備え 

３ 捜索、救助・救急、医療及び消火活動への備え 

(3) 医療活動への備え 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村、日赤茨城県支部、

病院、各医療関係団体〕 

 

第２章 災害応急対策        

第２節 活動体制の確立 

〔警戒体制時の配備人員〕抜粋 

部局名 配備人員 

保健医療部 保健政策課       ２ 

医療政策課       ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 

 

 

 

 

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 

 

 

 

 

 

208 

 

 

 

課） 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

公共用ヘリポートの

供用を廃止したため 

（空港対策課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

組織改編 

（医療政策課） 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

医療対策課       ２ 

                  

 

第３節 捜索、救助・救急、医療及び消火活動 

４ 医療活動 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部、警察本部）、市町村、日赤茨

城県支部、病院、医療ボランティア等〕 

 

第４節 避難勧告、避難指示（緊急）、誘導 

〔第三管区海上保安本部、県（警察本部）、自衛隊、市町村等〕 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市町

村等が行う避難勧告等については、県地域防災計画（地震災害対

策計画編）第３章第４節第２「避難勧告、避難指示（緊急）、誘

導」に準じて実施するものとする。 

 

第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

 現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。  

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等との応

援協定等に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 

 

第６節 関係者等への的確な情報伝達活動 

１ 情報伝達活動 

〔県（総務部）、市町村〕 

 航空災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの

機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者の家族等

に役立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、通信社、新聞

福祉部 福祉政策課       ２ 

 

 

第３節 捜索、救助・救急、医療及び消火活動 

４ 医療活動 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部、警察本部）、市町村、日赤茨

城県支部、病院、医療ボランティア等〕 

 

第４節      避難指示   、誘導 

〔第三管区海上保安本部、県（警察本部）、自衛隊、市町村等〕 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市町

村等が行う避難指示等については、県地域防災計画（地震災害対

策計画編）第３章第４節第２「     避難指示   、誘導」

に準じて実施するものとする。 

 

第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

 現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通流監視カメラ、

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。  

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等に、交

通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 

 

第６節 関係者等への的確な情報伝達活動 

１ 情報伝達活動 

〔県（総務部）、市町村〕 

 航空災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの

機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者の家族等

に役立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、通信社、新聞

社等の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この

 

 

 

 

212 

 

 

 

212 

 

 

 

 

 

 

 

212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

（県警交通規制課） 

（県警生活安全総務

課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

社等の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この

際、聴覚障害者に対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕

付き放送、文字放送等によるものとする。 

・市町村及び関係機関の実施する応急対策の概要 

・避難指示（緊急）、避難勧告及び避難先の指示 

・旅客及び乗務員の氏名・住所 

・地域住民等への協力依頼 

・その他必要な事項 

 

第８節 防疫及び遺体の処理 

〔県（県民生活環境部、保健福祉部、土木部、警察本部）、市町村、

日赤茨城県支部〕 

 

 

５ 鉄道災害対策計画 

第 1章 災害予防 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

３ 救助・救急、医療及び消火活動への備え 

(2) 医療活動への備え 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、

病院、医療関係団体〕 

 

４ 緊急輸送活動への備え 

〔県（土木部、警察本部）、市町村等〕 

信号機、情報板等の道路交通関連施設について災害時の道路交

通管理体制の整備に努めるものとする。 

また、災害時の交通規制を円滑に行うため、      整備

業者等との間に締結している「災害時における交通誘導、警戒業

務に関する協定 Ｈ９．７．２締結」の推進を図るとともに、交

通規制が実施された場合の運転者の義務等について、平常時から

周知を図るものとする。 

 

７ 災害復旧への備え 

〔鉄道事業者〕 

際、聴覚障害者に対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕

付き放送、文字放送等によるものとする。 

・市町村及び関係機関の実施する応急対策の概要 

・避難指示        及び避難先の指示 

・旅客及び乗務員の氏名・住所 

・地域住民等への協力依頼 

・その他必要な事項 

 

 

第８節 防疫及び遺体の処理 

〔県（県民生活環境部、保健医療部、土木部、警察本部）、市町村、

日赤茨城県支部〕 

 

 

５ 鉄道災害対策計画 

第 1章 災害予防 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

３ 救助・救急、医療及び消火活動への備え 

(2) 医療活動への備え 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村、日赤茨城県支部、

病院、医療関係団体〕 

 

４ 緊急輸送活動への備え 

〔県（土木部、警察本部）、市町村等〕 

信号機、情報板等の道路交通関連施設について災害時の道路交通

管理体制の整備に努めるものとする。 

また、災害時の交通規制を円滑に行うため、必要に応じて警備

業者等                           

                       に交通誘導

の実施等を要請するとともに、交通規制が実施された場合の運転

者の義務等について、平常時から周知を図るものとする。 

 

７ 災害復旧への備え 

〔鉄道事業者〕 

 

 

 

213 

 

 

 

 

 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 

 

 

 

 

 

 

219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（県警生活安全総務

課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ施設・車両の構造図等

の資料を整備するよう努めるものとする。           

                              

                              

          

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

１ 災害情報の収集・連絡 

(2) 鉄道災害情報等の収集・連絡系統 

鉄道災害情報等の収集・連絡系統及び連絡先は、次のとおりとする。 

（連絡先一覧）抜粋 

関係機関名 
昼夜

の別 
電話番号 連絡先 

鹿島臨海 

鉄道㈱ 

昼 029-267-5200 運輸部 運輸部長 

夜間 同 上 同 上 

〃 029-267-5202 
大洗駅 CTC指令（もしく

は当直助役） 

 

第２節 活動体制の確立 

１ 県の活動体制 

〔警戒体制時の配備人員〕抜粋 

部局名 配備人員 

保健福祉部 厚生総務課       ２ 

福祉指導課       ２ 

医療対策課       ２ 

（薬務課）      （２） 

（生活衛生課）    （２） 

                  

 

第３節 捜索、救助・救急、医療及び消火活動 

 円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ施設・車両の構造図等

の資料を整備するよう努めるものとする。また、所要の手続きを

行った上で、隣接地等を復旧作業に必要な資材置場や土石の捨場

等として一時的に使用することなどにより、鉄道の迅速な復旧に

努めるものとする。 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

１ 災害情報の収集・連絡 

(2) 鉄道災害情報等の収集・連絡系統 

鉄道災害情報等の収集・連絡系統及び連絡先は、次のとおりとする。 

（連絡先一覧）抜粋 

関係機関名 
昼夜

の別 
電話番号 連絡先 

鹿島臨海 

鉄道㈱ 

昼 029-267-5200 
運輸事業部 運輸事業部

長 

夜間 同 上 同 上 

〃 029-267-5202 
大洗駅 CTC司令（もしく

は当直助役） 

 

第２節 活動体制の確立 

１ 県の活動体制 

〔警戒体制時の配備人員〕抜粋 

部局名 配備人員 

保健医療部 保健政策課       ２ 

医療政策課       ２ 

（薬務課）      （２） 

（生活衛生課）    （２） 

福祉部 福祉政策課       ２ 

 

 

第３節 捜索、救助・救急、医療及び消火活動 

 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（鹿島臨海鉄道株式

会社） 

 

誤字修正 

（鹿島臨海鉄道株式

会社） 

 

 

 

組織改編 

（医療政策課） 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

３ 医療活動 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部、警察本部）、市町村、日赤茨

城県支部、病院、医療ボランティア等〕 

 

第４節 避難勧告、避難指示（緊急）、誘導 

〔県（警察本部）、自衛隊、市町村等〕 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市町

村等が行う避難勧告等については、県地域防災計画（地震災害対

策計画編）第３章第４節第２「避難勧告、避難指示（緊急）、誘

導」に準じて実施するものとする。 

 

第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

 現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通 監視カメラ、

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。  

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等との応

援協定等に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 

 

第７節 防疫及び遺体の処理 

〔県（県民生活環境部、保健福祉部、土木部、警察本部）、市町村、

日赤茨城県支部〕 

 

 

６ 道路災害対策計画 

第１章 災害予防 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

３ 救助・救急、医療及び消火活動への備え 

(2) 医療資機材等への備え 

〔県（保健福祉部）・日赤茨城県支部〕 

３ 医療活動 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部、警察本部）、市町村、日赤茨

城県支部、病院、医療ボランティア等〕 

 

第４節      避難指示   、誘導 

〔県（警察本部）、自衛隊、市町村等〕 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市町

村等が行う避難指示等については、県地域防災計画（地震災害対

策計画編）第３章第４節第２「     避難指示   、誘導」

に準じて実施するものとする。 

 

第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

 現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通流監視カメラ、

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。  

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等に、交

通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 

 

第７節 防疫及び遺体の処理 

〔県（県民生活環境部、保健医療部、土木部、警察本部）、市町村、

日赤茨城県支部〕 

 

 

６ 道路災害対策計画 

第１章 災害予防 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

３ 救助・救急、医療及び消火活動への備え 

(2) 医療資機材等への備え 

〔県（保健医療部）・日赤茨城県支部〕 

226 

 

 

 

226 

 

 

 

 

 

 

 

 

226 

 

 

 

 

 

 

 

 

227 

 

 

 

 

 

 

 

232 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

（県警交通規制課） 

（県警生活安全総務

課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

４ 緊急輸送活動への備え 

〔県（土木部・警察本部）・市町村・道路管理者〕 

 信号機、情報板等の道路交通関連施設について、災害時の道路交

通管理体制の整備に努めるものとする。 

 また、道路災害時の交通誘導を適切に実施するものとし、必要に

応じ、警備業者 の協力を得て災害時の交通誘導を円滑に実施する

とともに、発災後において交通規制が実施された場合の車両の運転

者の義務等について平常時から周知を図るものとする。 

 

第２章 災害応急対策        

第２節 活動体制の確立 

１ 県の活動体制 

〔警戒体制時の配備人員〕抜粋 

部局名 配備人員 

保健福祉部 厚生総務課       ２ 

福祉指導課       ２ 

医療対策課       ２ 

（薬務課）      （２） 

（生活衛生課）    （２） 

                  

 

第３節 捜索、救助・救急、医療及び消火活動 

３ 医療活動 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部、警察本部）、市町村、日赤茨

城県支部、医療機関、医療ボランティア等〕 

 

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

〔県（警察本部）〕 

 現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通 監視カメラ、

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。  

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに、一般車両の通行を禁止

するなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等との

 

４ 緊急輸送活動への備え 

〔県（土木部・警察本部）・市町村・道路管理者〕 

 信号機、情報板等の道路交通関連施設について、災害時の道路交

通管理体制の整備に努めるものとする。 

 また、道路災害時の交通誘導を適切に実施するものとし、必要に

応じ、警備業者等の協力を得て災害時の交通誘導を円滑に実施する

とともに、発災後において交通規制が実施された場合の車両の運転

者の義務等について平常時から周知を図るものとする。 

 

第２章 災害応急対策        

第２節 活動体制の確立 

１ 県の活動体制 

〔警戒体制時の配備人員〕抜粋 

部局名 配備人員 

保健医療部 保健政策課       ２ 

医療政策課       ２ 

（薬務課）      （２） 

（生活衛生課）    （２） 

福祉部 福祉政策課       ２ 

 

 

第３節 捜索、救助・救急、医療及び消火活動 

３ 医療活動 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部、警察本部）、市町村、日赤茨

城県支部、医療機関、医療ボランティア等〕 

 

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

〔県（警察本部）〕 

 現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通流監視カメラ、

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。  

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等に、交

 

 

 

 

232 

 

 

 

 

 

 

 

 

236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 

 

 

 

 

239 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（県警生活安全総務

課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（医療政策課） 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

文言の整理 

（県警交通規制課） 

（県警生活安全総務

課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

応援協定等に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとする。 

 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動 

１ 情報伝達活動 

〔県（総務部、営業戦略部）、市町村〕 

 道路災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの

機関が講じている施策に関する情報、交通規制等、被災者の家族

等に役立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、通信社、新

聞社等の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この

際、聴覚障害者に対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕

付き放送、文字放送によるものとする。 

・市町村及び関係機関の実施する応急対策の概要 

・避難指示（緊急）、避難勧告及び避難先の指示 

・地域住民等への協力依頼 

・その他必要な事項 

 

 

第８節 防疫及び遺体の処理 

〔県（県民生活環境部、保健福祉部、警察本部）、市町村、日赤茨城

県支部 

 

 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等災害の予防対策（各災害共通事項） 

１ 危険物等関係施設の安全性の確保 

(1) 保安体制の確立 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村〕 

(2) 保安教育の実施 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村等防災関係機関〕 

 

２ 災害応急対策、災害復旧への備え 

(7) 避難収容活動体制の整備 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村〕 

通誘導の実施等を要請するものとする。 

 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動 

１ 情報伝達活動 

〔県（総務部、営業戦略部）、市町村〕 

 道路災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの

機関が講じている施策に関する情報、交通規制等、被災者の家族

等に役立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、通信社、新

聞社等の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この

際、聴覚障害者に対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕

付き放送、文字放送によるものとする。 

・市町村及び関係機関の実施する応急対策の概要 

・避難指示        及び避難先の指示 

・地域住民等への協力依頼 

・その他必要な事項 

 

 

第８節 防疫及び遺体の処理 

〔県（県民生活環境部、保健医療部、警察本部）、市町村、日赤茨城

県支部〕 

 

 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等災害の予防対策（各災害共通事項） 

１ 危険物等関係施設の安全性の確保 

(1) 保安体制の確立 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村〕 

(2) 保安教育の実施 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村等防災関係機関〕 

 

２ 災害応急対策、災害復旧への備え 

(7) 避難収容活動体制の整備 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村〕 
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241 

 

 

 

 

 

 

 

242 

 

 

 

 

 

244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

組織改編 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

(8) 防災関係機関等の防災訓練の実施 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部、土木部、警察本部）、市町村

等防災関係機関及び事業者〕 

 

３ 防災知識の普及、住民の訓練 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村等防災関係機関〕 

 

第４節 毒劇物取扱施設の予防対策 

１ 毒劇物多量取扱施設に対する指導の強化 

(1) 登録施設に対する指導 

〔県（保健福祉部）〕 

(2) 登録外施設に対する指導 

〔県（保健福祉部）〕 

 

第５節 放射線使用施設等の予防対策 

３ 医療監視の実施 

〔県（保健福祉部）〕 

 

第２章 災害応急対策 

第２節 活動体制の確立（各災害共通事項） 

１ 県の活動体制 

〔警戒体制時の配備人員〕 

部局名 配備人員 

県民生活環境部 廃棄物対策課      ２ 

              

保健福祉部 厚生総務課       ２ 

福祉指導課       ２ 

医療対策課       ２ 

（薬務課）      （２） 

                  

 

第４節 高圧ガス、火薬類の事故応急対策 

４ 大規模な地階のガス漏れ爆発事故応急対策 

(8) 防災関係機関等の防災訓練の実施 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部、土木部、警察本部）、市町村

等防災関係機関及び事業者〕 

 

３ 防災知識の普及、住民の訓練 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村等防災関係機関〕 

 

第４節 毒劇物取扱施設の予防対策 

１ 毒劇物多量取扱施設に対する指導の強化 

(1) 登録施設に対する指導 

〔県（保健医療部）〕 

(2) 登録外施設に対する指導 

〔県（保健医療部）〕 

 

第５節 放射線使用施設等の予防対策 

３ 医療監視の実施 

〔県（保健医療部）〕 

 

第２章 災害応急対策 

第２節 活動体制の確立（各災害共通事項） 

１ 県の活動体制 

〔警戒体制時の配備人員〕 

部局名 配備人員 

県民生活環境部 廃棄物規制課      １ 

資源循環推進課     １ 

保健医療部 保健政策課       ２ 

医療政策課       ２ 

（薬務課）      （２） 

福祉部 福祉政策課       ２ 

 

 

第４節 高圧ガス、火薬類の事故応急対策 

４ 大規模な地階のガス漏れ爆発事故応急対策 

 

 

 

 

245 

 

 

 

 

 

248 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

255 

 

 

 

 

 

 

 

 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（廃棄物規制課、資

源循環推進課） 

（医療政策課） 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

(2) ガス爆発対策 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）〕 

 

第５節 毒劇物多量取扱施設の事故応急対策 

１ 漏洩事故 

〔河川管理者及び河川以外の水路等の管理者〕 

 河川等への流入を防止するために、土のう等による流入防止措

置を行うものとし、必要に応じ、防災関係機関に協力を要請する

ものとする。 

 河川等に流入した場合、またはそのおそれがある場合は、事業者、

県（防災・危機管理部、保健福祉部）及び必要に応じ応急対策協力

危険物等取扱事業所等の協力をえて、中和等無害化処理の実施に努

めるものとする。 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）〕 

 

第８節 避難誘導対策        

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）〕 

 

第 11節 医療救護対策        

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部、警察本部）、市町村、日赤茨

城県支部、病院、医療ボランティア等〕 

 

第 12節 緊急輸送の確保 

各危険物等災害に共通する緊急輸送の確保については以下のとおり

とする。 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通 監視カメラ、

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。  

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等との応

援協定等に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 

(2) ガス爆発対策 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）〕 

 

第５節 毒劇物多量取扱施設の事故応急対策 

１ 漏洩事故 

〔河川管理者及び河川以外の水路等の管理者〕 

 河川等への流入を防止するために、土のう等による流入防止措

置を行うものとし、必要に応じ、防災関係機関に協力を要請する

ものとする。 

 河川等に流入した場合、またはそのおそれがある場合は、事業者、

県（防災・危機管理部、保健医療部）及び必要に応じ応急対策協力

危険物等取扱事業所等の協力をえて、中和等無害化処理の実施に努

めるものとする。 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）〕 

 

第８節 避難誘導対策        

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）〕 

 

第 11節 医療救護対策        

〔県（防災・危機管理部、保健医療部、警察本部）、市町村、日赤茨

城県支部、病院、医療ボランティア等〕 

 

第 12節 緊急輸送の確保 

各危険物等災害に共通する緊急輸送の確保については以下のとおり

とする。 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通流監視カメラ、

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。  

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等に、交

通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 
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268 

 

 

269 

 

 

 

 

 

269 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（保健政策課） 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

文言の整理 

（県警交通規制課） 

（県警生活安全総務

課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

８ 大規模な火事災害対策計画 

第１章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

３ 救助・救急、医療及び消火活動への備え 

(2) 医療活動への備え 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部）、消防機関、日赤茨城県支部、

各医療関係団体〕 

 

４ 緊急輸送活動への備え 

〔県（土木部、警察本部）、市町村等〕 

信号機、情報板等の道路交通関連施設について災害時の道路交

通管理体制の整備に努めるものとする。 

また、災害時の交通規制を円滑に行うため、      警備業

者等との間に締結している「災害時における交通誘導、警戒業務

に関する協定 Ｈ９．７．２締結」の推進を図るとともに、交通

規制が実施された場合の運転者の義務等について、平常時から周

知を図るものとする。 

 

第２章 災害応急対策        

第２節 活動体制の確立 

１ 県の活動体制 

〔警戒体制時の配備人員〕 

部局名 配備人員 

保健福祉部 厚生総務課       ２ 

福祉指導課       ２ 

医療対策課       ２ 

                  

 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動 

３ 医療活動 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部、警察本部）、市町村、日赤茨

 

 

８ 大規模な火事災害対策計画 

第１章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

３ 救助・救急、医療及び消火活動への備え 

(2) 医療活動への備え 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部）、消防機関、日赤茨城県支部、

各医療関係団体〕 

 

４ 緊急輸送活動への備え 

〔県（土木部、警察本部）、市町村等〕 

信号機、情報板等の道路交通関連施設について災害時の道路交通

管理体制の整備に努めるものとする。 

また、災害時の交通規制を円滑に行うため、必要に応じて警備

業者等                           

                       に交通誘導

の実施等を要請するとともに、交通規制が実施された場合の運転

者の義務等について、平常時から周知を図るものとする。 

 

第２章 災害応急対策        

第２節 活動体制の確立 

１ 県の活動体制 

〔警戒体制時の配備人員〕 

部局名 配備人員 

保健医療部 保健政策課       ２ 

医療政策課       ２ 

福祉部 福祉政策課       ２ 

 

 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動 

３ 医療活動 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部、警察本部）、市町村、日赤茨

 

 

 

 

 

 

 

273 

 

 

 

 

 

 

 

273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276 

 

 

 

279 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（県警生活安全総務

課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（医療政策課） 

（防災・危機管理課） 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

城県支部、病院、医療ボランティア等〕 

 

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通 監視カメラ、

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。  

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備会社等との応

援協定等に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 

 

第５節 避難の受入れ 

 発災時において、市町村等が行う避難勧告等については、県地

域防災計画（地震災害対策計画編）第３章第４節第２「避難勧告、

避難指示（緊急）、誘導」に準ずるほか、次によるものとする。 

 

 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動 

１ 情報伝達活動 

〔県（総務部、営業戦略部）、市町村〕 

 火災の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの機関

が講じている施策に関する情報、交通規制等被害者の家族等に役

立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、通信社、新聞社等

の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この際、聴

覚障害者に対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕付き放

送、文字放送等によるものとする。 

・市町村及び関係機関の実施する応急対策の概要 

・避難の指示、勧告及び避難先の指示 

・地域住民等への協力依頼 

・その他必要な事項 

 

城県支部、病院、医療ボランティア等〕 

 

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

 現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通流監視カメラ、

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。 

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等に、交

通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 

 

第５節 避難の受入れ 

 発災時において、市町村等が行う避難指示等については、県地

域防災計画（地震災害対策計画編）第３章第４節第２

「     避難指示   、誘導」に準ずるほか、次によるも

のとする。 

 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動 

１ 情報伝達活動 

〔県（総務部、営業戦略部）、市町村〕 

 火災の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの機関

が講じている施策に関する情報、交通規制等被害者の家族等に役

立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、通信社、新聞社等

の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この際、聴

覚障害者に対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕付き放

送、文字放送等によるものとする。 

・市町村及び関係機関の実施する応急対策の概要 

・避難の指示   及び避難先の指示 

・地域住民等への協力依頼 

・その他必要な事項 
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文言の整理 

（県警交通規制課） 

（県警生活安全総務

課） 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第８節 防疫及び遺体の処理 

〔県（県民生活環境部、保健福祉部、土木部、警察本部）、市町村、

日赤茨城県支部 

 

 

９ 林野火災対策計画 

第 1章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

３ 救助・救急、医療活動への備え 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部、警察本部）、市町村等防災関

係機関〕 

 

第２章 災害応急対策 

第２節 活動体制の確立 

１ 県の活動体制 

〔警戒体制時の配備人員〕 

部局名 配備人員 

県民生活環境部 廃棄物対策課      ２ 

              

保健福祉部 厚生総務課       ２ 

福祉指導課       ２ 

医療対策課       ２ 

                  

 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動 

２ 医療活動 

〔県（防災・危機管理部、保健福祉部、警察本部）、市町村、日赤茨

城県支部、病院、医療ボランティア等〕 

 

第４節 緊急輸送のための交通の確保 

１ 交通の確保 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通 監視カメラ、

第８節 防疫及び遺体の処理 

〔県（県民生活環境部、保健医療部、土木部、警察本部）、市町村、

日赤茨城県支部〕 

 

 

９ 林野火災対策計画 

第 1章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

３ 救助・救急、医療活動への備え 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部、警察本部）、市町村等防災関

係機関〕 

 

第２章 災害応急対策 

第２節 活動体制の確立 

１ 県の活動体制 

〔警戒体制時の配備人員〕 

部局名 配備人員 

県民生活環境部 廃棄物規制課      １ 

資源循環推進課     １ 

保健医療部 保健政策課       ２ 

医療政策課       ２ 

福祉部 福祉政策課       ２ 

 

 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動 

２ 医療活動 

〔県（防災・危機管理部、保健医療部、警察本部）、市町村、日赤茨

城県支部、病院、医療ボランティア等〕 

 

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保 

〔県（土木部、警察本部）、市町村、道路管理者〕 

 現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通流監視カメラ、
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組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

組織改編 

（廃棄物規制課、資

源循環推進課） 

（医療政策課） 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

文言の整理 

（県警交通規制課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。  

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備会社等との応

援協定等に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 

 

第５節 避難の受入れ 

〔県（警察本部）、自衛隊、市町村等〕 

 林野火災による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において市町村等が行う避難勧告等については、県地域防災計画

（地震災害対策計画編）第３章第４節第２「避難勧告、避難指示

（緊急）、誘導」に準じて実施するものとする。 

 

第 7節 関係者等への的確な情報伝達活動 

１ 情報伝達活動 

〔県（総務部、営業戦略部）、市町村〕 

 林野火災の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの

機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被害者の家族等

に役立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、通信社、新聞

社等の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この

際、聴覚障害者に対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕

付き放送、文字放送等によるものとする。 

・市町村及び関係機関の実施する応急対策の概要 

・避難指示（緊急）、勧告及び避難先の指示 

・地域住民等への協力依頼 

・その他必要な事項 

 

 

 

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。 

 また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止す

るなどの交通規制を行うものとし、必要に応じて警備業者等に、交

通誘導の実施等を要請するものとする。 

 交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるも

のとする。 

 

第５節 避難の受入れ 

〔県（警察本部）、自衛隊、市町村等〕 

 林野火災による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において市町村等が行う避難指示等については、県地域防災計画

（地震災害対策計画編）第３章第４節第２「     避難指

示   、誘導」に準じて実施するものとする。 

 

第 7節 関係者等への的確な情報伝達活動 

１ 情報伝達活動 

〔県（総務部、営業戦略部）、市町村〕 

 林野火災の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの

機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被害者の家族等

に役立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、通信社、新聞

社等の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この

際、聴覚障害者に対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕

付き放送、文字放送等によるものとする。 

・市町村及び関係機関の実施する応急対策の概要 

・避難指示      及び避難先の指示 

・地域住民等への協力依頼 

・その他必要な事項 
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（県警生活安全総務

課） 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 


